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平成３０年２月文京区議会定例議会追加提案事項 
【平成３０年２月８日】 

 

 

１ 文京区行政委員会の委員及び非常勤の監査委員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条

例（文京区例規集第１巻１５１０頁） 

⑴ 提案理由 報酬の額を改定するため、提案する。 

 ⑵ 改正内容（別表） 

ア 選挙管理委員会委員長及び識見監査委員 

  月額２８９，７００円 → ２９０，０００円（３００円） 

イ 教育委員会教育長職務代理者及び選挙管理委員会委員長職務代理者 

  月額２５０，７００円 → ２５１，０００円（３００円） 

ウ 教育委員会委員及び選挙管理委員会委員 

  月額２３１，２００円 → ２３１，５００円（３００円） 

エ 議員選出監査委員 

  月額１４４，８００円 → １４４，９００円（１００円） 

⑶ 施行期日 平成３０年４月１日 

 

 

２ 文京区基金条例の一部を改正する条例（文京区例規集第１巻１９２６頁） 

⑴ 提案理由 子ども宅食プロジェクト基金を設置するため、提案する。 

 ⑵ 改正内容 子ども宅食プロジェクト事業の運営に資するための基金を新設する。（別表） 

 ⑶ 施行期日 公布の日 

 

 

３ 文京区職員定数条例の一部を改正する条例（文京区例規集第１巻７１１頁） 

⑴ 提案理由 職員配置の見直しに伴い、職員の定数を改めるため、提案する。 

 ⑵ 改正内容（第２条第１項） 

ア 区長の事務部局の職員        １，４５０人 → １，４５３人（３人増） 

イ 議会の事務部局の職員           １０人 →    １０人（増減なし） 

ウ 教育委員会の事務部局の職員       １８４人 →   １８４人（増減なし） 

エ 教育委員会の所管に属する学校の職員   １５８人 →   １５８人（増減なし） 

オ 選挙管理委員会の事務部局の職員       ７人 →     ７人（増減なし） 

カ 監査委員の事務部局の職員          ６人 →     ６人（増減なし） 

合計                １，８１５人 → １，８１８人（３人増） 

⑶ 施行期日 平成３０年４月１日 
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区分 
平成２９年度 

（現行） 

平成３０年度 

（特例） 

平成３１年度 

（改定後） 

配偶者 １３，７００円 １０，０００円 ６，０００円 

子 

特定期間※２

にない者 
６，０００円 ７，５００円 ９，０００円 

特定期間に

ある者 
１０，０００円 １１，５００円 １３，０００円 

欠配

一子 
※１ 

特定期間に

ない者 
１３，７００円 １０，０００円※３ ９，０００円※３ 

特定期間に

ある者 
１３，７００円 １１，５００円 １３，０００円 

 

４ 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例（第１巻１２５７頁） 

 ⑴ 提案理由 特別区人事委員会の勧告に伴い、人事・給与制度を改めるため、提案する。 

 ⑵ 主な改正内容 

ア 人事・給与制度の見直しに伴う給料表の改定及び等級別基準職務表の改正（別表第１から別表第

３まで） 

(ｱ) 現１級から現３級までの職務の級を廃止し、新１級（係員）及び新２級（主任）を設置する。 

(イ) 現４級（係長）及び現５級（総括係長）に対応する職務の級として、新３級（係長）及び新４

級（課長補佐）を設置する。 

(ウ) 現６級（課長）及び現７級（統括課長）を統合し、新５級（課長）を設置する。 

(エ) 現８級（部長）に対応する職務の級として、新６級（部長）を設置する。 

  イ 扶養手当の支給額等の改定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※１ 「欠配一子」とは、職員に配偶者がない場合における扶養親族である子のうち一人をいう。 

※２ 「特定期間」とは、満１５歳に達する日後の最初の４月１日から満２２歳に達する日以後の

最初の３月３１日までの間をいう。 

※３ 平成３０年３月３１日において、欠配一子を扶養することにより扶養手当の支給を受けてい

た職員（当該職員が欠配一子以外の子に係る扶養手当を受けている場合を除く。）が、平成３

０年４月１日以後も引き続き特定期間にない欠配一子を扶養することにより扶養手当を受ける

場合の扶養手当の支給額は、上記の表にかかわらず、次のとおりとする。 

・ 平成３０年度 １１，５００円 

・ 平成３１年度から平成３５年度まで １３，０００円  

ウ その他規定の整備 

 ⑶ 施行期日 平成３０年４月１日 

 

 

 

 



- 3 - 

 

５ 文京区非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例等の一部を改正する条例 

 ⑴ 提案理由 特別区人事委員会の勧告により人事・給与制度を改正することに伴い、職務の級を改め

るため、提案する。 

 ⑵ 改正する条例 

  ア 文京区非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例（第１巻１５１６頁）（別表第２） 

  イ 文京区附属機関の構成員の報酬及び費用弁償に関する条例（第１巻１５１９頁）（第４条第２項） 

  ウ 文京区選挙長等の報酬及び費用弁償に関する条例（第１巻１５２１頁）（第３条第２項） 

  エ 職員の旅費に関する条例（第１巻１７９９頁）（第３２条及び第３３条） 

  オ 審理、喚問、聴問等に出頭した者及び公聴会に参加した者の費用弁償に関する条例（第１巻１５

２５頁）（第３条第２項） 

 ⑶ 改正内容  

各条例において引用する職務の級について、「８級」を「６級」に、「６級」を「５級」に、「５

級」を「４級」に、「４級」を「３級」に改める。 

 ⑷ 施行期日 平成３０年４月１日 

 

 

６ 公益的法人等への職員の派遣に関する条例の一部を改正する条例（文京区例規集第１巻９９９頁） 

⑴ 提案理由 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律（平成１２年法律第５０号）

の規定に基づき職員を派遣することができる団体を追加するため、提案する。 

 ⑵ 改正内容 職員を派遣することができる団体に、公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック

競技大会組織委員会を加える。（第２条第１項） 

⑶ 施行期日 平成３０年４月１日 

 

 

７ 文京区住宅宿泊事業の運営に関する条例（新規制定） 

⑴ 提案理由 文京区における住宅宿泊事業に関する基本的事項を定めるため、提案する。 

⑵ 主な内容 

  ア 目的及び定義 

  イ 区、区民、住宅宿泊事業者及び住宅宿泊管理業者並びに宿泊者の責務 

  ウ 住宅宿泊事業の実施の制限 

・ 制限区域 住宅宿泊事業法（平成２９年法律第６５号）第１８条の規定により住宅宿泊事業の 

実施を制限する区域（以下「制限区域」という。）は、次に掲げるとおりとする。 

(ｱ) 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第８条第１項第１号に規定する第一種低 

層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種 

住居地域、第二種住居地域及び準工業地域 

 ( ｲ ) 東京都文教地区建築条例（昭和２５年東京都条例第８８号）に規定する第一種文教 

地区及び第二種文教地区 

・ 制限期間  制限区域においては、日曜日の正午から金曜日の正午までは住宅宿泊事業を行う

ことができない。 

 エ 近隣住民への周知等 

オ 届出住宅の公表 

  カ 廃棄物の適正処理 

  キ 苦情の対応記録 

  ク 土地又は住宅提供者等の責務 

 ⑶ 施行期日 平成３０年６月１５日。ただし、エ及びクについては、公布の日 
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８ 文京区立体育館条例の一部を改正する条例（文京区例規集第３巻５０００頁） 

⑴ 提案理由 文京スポーツセンターの施設を新設するほか、規定を整備するため、提案する。 

 ⑵ 改正内容  

  ア スポーツ多目的室の新設（別表第１） 

    貸切り利用料金の限度額 

 

 

 

 

 

  イ 更衣箱及びヘアードライヤーの利用料金に係る規定の整備（第１１条第３項、別表第４備考） 

⑶ 施行期日 平成３０年７月１日 

 

 

９ 文京区立障害者福祉施設条例の一部を改正する条例（文京区例規集第３巻５０７６頁） 

⑴ 提案理由 児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）の一部改正に伴い、規定を整備するため、提

案する。 

⑵ 改正内容  

児童福祉法の一部改正に伴う引用条文の整備（第６条第２項） 

  「第６条の２の２第８項」→「第６条の２の２第９項」 

 ⑶ 施行期日 平成３０年４月１日 

 

 

10 文京区特定優良賃貸住宅型区民住宅条例の一部を改正する条例（文京区例規集第３巻５４１６頁） 

⑴ 提案理由 本郷五丁目特定優良賃貸住宅型区民住宅及び本郷一丁目特定優良賃貸住宅型区民住宅を

廃止するとともに、本郷一丁目第二特定優良賃貸住宅型区民住宅の戸数を変更するため、

提案する。 

 ⑵ 改正内容（別表） 

  ア 廃止 

(ｱ) 本郷五丁目特定優良賃貸住宅型区民住宅（６戸） 

(ｲ) 本郷一丁目特定優良賃貸住宅型区民住宅（２６戸）  

イ 戸数の変更 

 本郷一丁目第二特定優良賃貸住宅型区民住宅の戸数 １３戸 → １１戸（２戸減） 

⑶ 施行期日 平成３０年４月１日。ただし、⑵ア(ｲ)については、平成３０年６月１日 

 

 

11 文京区立住宅条例の一部を改正する条例（文京区例規集第３巻５３７０頁） 

⑴ 提案理由 区立根津一丁目住宅の戸数を変更するため、提案する。 

 ⑵ 改正内容 区立根津一丁目住宅の戸数 １５戸 → １３戸（２戸減） 

 ⑶ 施行期日 平成３０年４月１日 

 

 

 

 

 

単位別 

種別 
午前 午後Ⅰ 午後Ⅱ 夜間 全日 

スポーツ 

多目的室 
２，９００円 ２，９００円 ２，９００円 ３，４００円 １０，１００円 
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12 文京区中高層階住居専用地区建築条例の一部を改正する条例（文京区例規集第３巻６１０５頁） 

⑴ 提案理由 建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）及び建築基準法施行令（昭和２５年政令第３

３８号）の一部改正に伴い、規定を整備するため、提案する。 

 ⑵ 改正内容  

  ア 建築基準法の一部改正に伴う引用条文の整備（別表） 

「別表第２(ち)項第３号及び第４号」→「別表第２(り)項第２号及び第３号」 

  イ 建築基準法施行令の一部改正に伴う引用条文の整備（第４条） 

「第１３６条の２の４第１項第２号」→「第１３６条の２の５第１項第２号」 

 ⑶ 施行期日 平成３０年４月１日 

 

 

13 文京区建設事務手数料条例の一部を改正する条例（文京区例規集第２巻２４７９頁） 

⑴ 提案理由 建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）の一部改正に伴い、規定を整備するため、提

案する。 

 ⑵ 改正内容  

建築基準法の一部改正に伴う引用条文の整備（別表第一３０の項） 

「又は第１３項ただし書」→「、第１３項ただし書又は第１４項ただし書」 

 ⑶ 施行期日 平成３０年４月１日 

 

 

14 文京区立公園条例の一部を改正する条例（文京区例規集第３巻５６８６頁） 

⑴ 提案理由 都市公園法施行令（昭和３１年政令第２９０号）の一部改正に伴い、運動施設の敷地面

積の基準を定めるほか、規定を整備するため、提案する。 

 ⑵ 改正内容  

  ア 都市公園法施行令において定められていた運動施設の敷地面積の基準について、地方分権改革に

よる義務付け・枠付けの見直しに伴い、一の公園に設ける運動施設の敷地面積の総計の当該公園の

敷地面積に対する割合の基準を１００分の５０を超えてはならないものとする。 

  イ その他規定の整備 

⑶ 施行期日 公布の日 
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区分 
平成２９年度 

（現行） 

平成３０年度 

（特例） 

平成３１年度 

（改定後） 

配偶者 １３，７００円 １０，０００円 ６，０００円 

子 

特定期間※２

にない者 
６，０００円 ７，５００円 ９，０００円 

特定期間に

ある者 
１０，０００円 １１，５００円 １３，０００円 

欠配

一子 
※１ 

特定期間に

ない者 
１３，７００円 １０，０００円※３ ９，０００円※３ 

特定期間に

ある者 
１３，７００円 １１，５００円 １３，０００円 

 

15 幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例（第３巻６５４０頁） 

⑴ 提案理由  特別区人事委員会の勧告に伴い、幼稚園教育職員の扶養手当制度を改めるため、提案す

る。 

 ⑵ 改正内容 

  ア 扶養手当の支給額等の改定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※１ 「欠配一子」とは、職員に配偶者がない場合における扶養親族である子のうち一人をいう。 

※２ 「特定期間」とは、満１５歳に達する日後の最初の４月１日から満２２歳に達する日以後の

最初の３月３１日までの間をいう。 

※３ 平成３０年３月３１日において、欠配一子を扶養することにより扶養手当の支給を受けてい

た職員（当該職員が欠配一子以外の子に係る扶養手当を受けている場合を除く。）が、平成３

０年４月１日以後も引き続き特定期間にない欠配一子を扶養することにより扶養手当を受ける

場合の扶養手当の支給額は、上記の表にかかわらず、次のとおりとする。 

・ 平成３０年度 １１，５００円 

・ 平成３１年度から平成３５年度まで １３，０００円  

 イ 扶養手当の改定等に伴う規定の整備 

⑶ 施行期日 平成３０年４月１日 

 

 

16 文京区特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営の基準に関する条例の一部を改正する条例

（文京区例規集第２巻２９５９頁） 

⑴ 提案理由 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律（平成１８年

法律第７７号）の一部改正に伴い、規定を整備するため、提案する。 

 ⑵ 改正内容  

   就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部改正に伴う引用条

文の整備（第１５条第１項第２号） 

「同条第９項」 → 「同条第１１項」 

⑶ 施行期日 平成３０年４月１日 
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17 文京区青少年プラザ条例の一部を改正する条例（文京区例規集第３巻５０９７頁） 

⑴ 提案理由 青少年プラザの中高生に係る施設及び附帯設備の使用料を無料とするため、提案する。 

 ⑵ 改正内容 中高生に係る施設及び附帯設備の使用料を無料とする。 

⑶ 施行期日等  

  ア 施行期日 公布の日 

イ 経過措置 平成３０年４月１日以後の使用分から適用する。 

 

 

18 お茶の水橋補修補強工事に係る費用負担に関する協定 

⑴ 協定の目的  お茶の水橋補修補強工事 

⑵ 協定金額   金１３億３，７７５万円 

⑶ 協定の相手方 東京都千代田区九段南一丁目２番１号 

千代田区 

代表者 千代田区長 石川雅己 

【参考】 

支出科目等 平成２９年度 一般会計 土木費 道路橋梁費 

      平成３０年度 債務負担行為 

      平成３１年度 債務負担行為 

 

 

19 東京都後期高齢者医療広域連合規約の変更に関する協議について 

⑴ 提案理由 東京都後期高齢者医療広域連合の経費の支弁の方法を変更するため、規約の一部を変更

する必要があるので、提案する。 

⑵ 変更内容  

  平成３０年度及び平成３１年度における後期高齢者医療の保険料について、保険料の軽減に係る経

費を区の一般財源から負担金として支弁することとするため、規約の附則を改める。 

 ・負担する経費 

ア 審査支払手数料相当額 

イ 財政安定化基金拠出金相当額 

ウ 保険料未収金補塡分相当額 

エ 保険料所得割額減額分相当額 

オ 葬祭費相当額 

⑶ 変更時期 平成３０年４月１日 

 

 

20 平成２９年度文京区一般会計補正予算 

 

 

21 平成２９年度文京区国民健康保険特別会計補正予算 

 

 

22 平成２９年度文京区介護保険特別会計補正予算 

 

 

23 平成２９年度文京区後期高齢者医療特別会計補正予算 


